
広報たけはら

第 回ふるさと自慢交流大会
ふるさと未来創造図 問い合わせ 協働のまちづくり推進室

各地区の進捗状況（平成 年 月末現在）

で
は
、
住
ん
で
良
か
っ
た
、

住
み
た
い
個
性
あ
る
ま
ち

竹
原

に
す
る
た
め
、
協
働
の
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

平
成

年
度
か
ら
協
働
の
ま
ち
づ

く
り
に
取
り
組
み
、

地
域
を
良

く
し
て
い
こ
う

と
い
う
原
動
力

が
加
速
し
、
地
域
の
取
り
組
み
も

進
ん
で
き
ま
し
た
。

地
域
の
未
来
を
創
造
し
て
い
く

の
は
、
将
来
の
地
域
を
心
配
し
、

そ
の
た
め
に
今
何
を
す
べ
き
か
を

話
し
合
い
、
目
標
を
定
め
実
行
す

る
な
ど
地
域
で
頑
張
っ
て
い
る

人
々
で
す
。

地
域
の
未
来
づ
く
り
に
向
け

て
、地
域
の
人
々
が
発
表
し
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

日
時

月

日

時

分

時

分

場
所

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

階

駐
車
場
は
市
職
員
駐
車
場
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

内
容地

域
行
動
プ
ラ
ン
（

年
間
の

将
来
計
画
）
策
定
ま
で
の
経
緯

計
画
の
内
容

取
り
組
み
状
況

な
ど

働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
、
市
で
は

地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
充
実

を
重

点
に
し
て
い
ま
す
。

平
成

年
度
か
ら
、
自
治
会
・

市
民
活
動
団
体
・
学
校
・
公
民

館
・
行
政
な
ど
が
連
携
し
、
自
治

会
よ
り
も
大
き
な
枠
で
、
地
域
の

課
題
や
将
来
像
を
話
し
合
い
、
解

決
や
実
現
を
図
る
住
民
自
治
組
織

づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
の
組
織
設
立
後
は
、
地
域
の

年
間
の
取
り
組
み
目
標
を
定
め

た

地
域
行
動
プ
ラ
ン

の
策
定

を
支
援
し
て
お
り
、
プ
ラ
ン
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
新
規
事
業
に
は
、

市
か
ら
助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

現
在
、
各
地
区
で
は
意
見
交
換

会
、
一
人

ア
ン
ケ
ー
ト
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
で
出
た
意
見
を

参
考
に
、
下
記
の
よ
う
に
様
々
な

事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

こ
の
取
組
み
の
進
捗
状
況
を
み

な
さ
ん
に
ご
報
告
し
ま
す
。

市

協働のまちづくり
地域で事業が展開されています 問い合わせ 協働のまちづくり推進室

協

地区名
進 捗 状 況

組織
計画 平成 年度主な実施事業（一例）

田 万 里 地 区 済 田万里町の文化財 遺跡に関する
冊子の作成

荘 野 地 区 済 環境啓発活動、自主防災訓練

仁 賀 地 区 済 植樹、道路・河川美化活動

東 野 地 区 済 防犯・防災啓発、自主防災訓練

竹原第 地区 済 家庭での防災啓発、自主防災訓練

竹原第 地区 引き続き協議中

竹原第 地区 済 正月飾り作成、防災資機材整備

竹原第 地区 当面現状維持

竹原第 地区 済 自主防災訓練の実施

地区名
進 捗 状 況

組織
計画 平成 年度主な実施事業（一例）

地区名
進 捗 状 況

組織
計画 平成 年度主な実施事業（一例）

吉 名 地 区 済 地域交流ウオークラリー大会、
自主防災訓練

大井 宿根地区 済 スポーツ広場芝生化、自主防災訓練

小 梨 地 区 済 ホタル祭り、蕎麦づくり、菖蒲の
植付

中 通 地 区 当面現状維持

大 乗 地 区 今年度組織の設立を目指し協議中

忠海第 地区 済 防災体制の拡充に向けた協議、
自主防災訓練

忠海第 地区 引き続き協議中

忠海第 地区 今年度組織の設立を目指し協議中

地区名
進 捗 状 況

組織
計画 平成 年度主な実施事業（一例）

地
域
行
動
プ
ラ
ン
の
一
例



広報たけはら

議案 件を可決
平成 年第 回竹原市議会定例会終わる

月

日
か
ら

月

日
ま

で
の

日
間
、
定
例
議
会

が
開
会
さ
れ
、
議
案

件
が
可
決

さ
れ
ま
し
た
。
主
な
議
案
は
つ
ぎ

の
と
お
り
で
す
。

竹
原
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
案

職
員
の
給
料
月
額
や
勤
務
時
間

等
を
改
定
す
る
も
の
で
す
。

竹
原
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
案

市
税
そ
の
他
、
市
の
徴
収
金
に

係
る
督
促
手
数
料
を
廃
止
す
る
も

の
で
す
。

竹
原
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
に

係
る
延
滞
金
の
割
合
に
つ
い
て
特

別
措
置
を
定
め
る
も
の
で
す
。

平
成

年
度
竹
原
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第

号
）

国
の
経
済
危
機
対
策
に
呼
応
し

て
、
交
付
金
な
ど
を
活
用
し
た
光

フ
ァ
イ
バ
ー
網
の
整
備
に
要
す
る

経
費
と
し
て
、
総
額

億

万

千
円
を
計
上
す
る
も
の
で

す
。

税の申告準備はお早めに！
書類をそろえてスムーズな申告を！ 問い合わせ 税務課課税係

年
も
市
県
民
税
の
申
告
の
時

期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

必
要
な
書
類
を
事
前
に
作
成
し

て
お
く
と
、
申
告
に
か
か
る
時
間

が
短
縮
さ
れ
ま
す
。
用
紙
は
税
務

課
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間

月

日

月

日

申
告
に
必
要
な
物

印
か
ん

給
与
、
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉

徴
収
票

営
業
、
農
業
、
不
動
産
な
ど
の

所
得
が
あ
る
人
は
収
支
内
訳
書

生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、

の
控
除
証
明
書

国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明

書
ま
た
は
領
収
書

配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
人

は
配
偶
者
の
所
得
を
明
ら
か
に

で
き
る
も
の

年
の
途
中
に
転
入
し
た
人
は
、

前
住
地
で
支
払
っ
た
国
民
健
康

保
険
税
の
領
収
書
な
ど

営
業
、
農
業
、
不
動
産
な
ど
の
所

得
が
あ
る
人

収
支
関
係
を
記
載
し
た
収
支
内

訳
書
（
昨
年

年
間
の
収
入
と
支
出

を
経
費
区
分
ご
と
に
分
け
た
も
の
）

を
申
告
書
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
控
除
を
受
け
る
人

昨
年

年
間
に
多
額
の
医
療
費

を
支
払
っ
た
人
は
、
医
療
費
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
領
収
書
を
、
医
療
を

受
け
た
人
と
病
院
・
薬
局
ご
と
に

ま
と
め
、

医
療
費
の
明
細
書

に
記
入
し
て
申
告
書
に
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
保
険
な
ど
に

よ
り
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
を
確
認

で
き
る
も
の
も
必
要
で
す
。

申
告
し
な
く
て
も
よ
い
人

税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告

を
す
る
人

給
与
所
得
の
み
で
そ
の
給
与
支

払
報
告
書
が
市
役
所
に
提
出
さ

れ
て
い
る
人
（

）

公
的
年
金
所
得
の
み
の
人（

）

市
内
に
居
住
し
て
い
る
他
の
所

得
者
の
扶
養
親
族
と
し
て
申
告

済
み
の
人

・

に
該
当
す
る
人
で
、
各

種
控
除
を
受
け
る
場
合
は
申
告

が
必
要
で
す
。

今

償却資産の申告はお済みですか？
申告が必要な人
事業を営んでいて、事業用の資産
を所有している人（目安として、所
得税青色申告をしている人で、申告
資料の固定資産台帳に償却資産があ
る人など）
申告
月 日 までに、申告書（税務課

に備え付け）により税務課課税係へ

償却資産の申告はお済みですか？
申告が必要な人
事業を営んでいて、事業用の資産
を所有している人（目安として、所
得税青色申告をしている人で、申告
資料の固定資産台帳に償却資産があ
る人など）
申告
月 日 までに、申告書（税務課

に備え付け）により税務課課税係へ

所
得
税
の
還
付
申
告
は

月
か
ら

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め

の
申
告
は
、

月
か
ら
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
還
付
申
告
書

は
早
め
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
。

申
告
に
必
要
な
物

源
泉
徴
収
票
、
印
か
ん
、
保
険

料
等
支
払
証
明
書
な
ど

問
い
合
わ
せ

竹
原
税
務
署

添付書類 この他の書類等が必要になる場合があります。

社会保険料控除 ・支払った国民年金保険料の納付証明書

医療費控除
・支払った医療費の領収書
・保険などで補てんされる金額の明細書

生命保険料控除
地震保険料控除

・支払保険料の証明書
・支払保険料の証明書（地震保険及び旧長期損害保険料）

住宅借入金等
特別控除

・登記事項証明書 ・住民票の写し
・売買契約書の写しや請負契約書の写しなどで家屋の取得年
月日等を明らかにする書類

・住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書

社会保険料控除

医療費控除

生命保険料控除
地震保険料控除

住宅借入金等
特別控除


